
瀬戸市農業委員会告示第４号 

瀬戸市農業委員会規程（昭和３５年瀬戸市農業委員会規程第１号）の一

部を次のように改正する。 

平成２２年３月２９日 

瀬戸市農業委員会 

会長 朝 井 徹 也 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（公印）  （公印） 

第７条 委員会及び会長の公印は、次のとおりと

する。 

第７条 委員会及び会長の公印は、次のとおりと

する。 

瀬 戸 市 

農 業 委 

員 会 印 

 
 

縦２１ミリメ

ートル 
横２１ミリメ

ートル 
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縦２１ミリメ
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横２１ミリメ

ートル 
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縦２２ミリメ
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横２２ミリメ

ートル 
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縦２２ミリメ

ートル 
横２２ミリメ

ートル 

附 則 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

 


